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令和６年矢巾町議会定例会１月会議議事日程（第１号） 

  

令和６年１月４日（木）午前１０時００分開議 

  

議事日程（第１号） 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 会議期間の決定 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（１８名） 

      １番  髙 橋   恵 議員      ２番  髙 橋 敬 太 議員 

      ３番  横 澤 駿 一 議員      ４番  ササキマサヒロ 議員 

      ５番  吉 田 喜 博 議員      ６番  藤 原 信 悦 議員 

      ７番  齊 藤 勝 浩 議員      ８番  小 川 文 子 議員 

      ９番  木 村   豊 議員     １０番  小笠原 佳 子 議員 

     １１番  山 本 好 章 議員     １２番  高 橋 安 子 議員 

     １３番  水 本 淳 一 議員     １４番  村 松 信 一 議員 

     １５番  昆   秀 一 議員     １６番  赤 丸 秀 雄 議員 

     １７番  谷 上 知 子 議員     １８番  廣 田 清 実 議員 

 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により出席した説明員は次のとおりである。 

 町 長 高 橋 昌 造 君 副 町 長 岩 渕 和 弘 君 

 
 政 策 推 進 監 
 兼 未 来 戦 略 吉 岡 律 司 君 総 務 課 長 田 村 英 典 君 
 課 長 
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   税 務 課 長 
 企画財政課長 花 立 孝 美 君 兼会計管理者 佐々木 智 雄 君 
   兼 出 納 室 長 
 

 町民環境課長 田中舘 和 昭 君 福 祉 課 長 野 中 伸 悦 君 

 健康長寿課長 浅 沼 圭 美 君 産業観光課長 佐 藤 健 一 君 

 
   文化スポーツ 
 道路住宅課長 水 沼 秀 之 君  高 橋   保 君 
   課 長 
 
 農 業 委 員 会 
  田 口 征 寛 君 上下水道課長 浅 沼   亨 君 
 事 務 局 長 
 
   教 育 次 長 
 教 育 長 菊 池 広 親 君 兼学校教育課長 南 幅 正 勝 君 
   兼 学 校 給 食 
   共同調理場所長 
 

 子 ど も 課 長 田 村 昭 弘 君 代表監査委員 高 橋 憲 康 君 

 
 農 業 委 員 会 
  中 川 和 則 君 
 会 長 

 

職務のために出席した職員 

   議会事務局長 
 議会事務局長 吉 田   徹 君  高 橋 俊 英 君 
  補 佐 
 

 主 事 渋 田 稀 結 君 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午前１０時００分 開議 

〇議長（廣田清実議員） ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますの

で、会議は成立いたしました。 

  ただいまから令和６年矢巾町議会定例会を開会いたします。 

  これより１月会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（廣田清実議員） 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  これより本日の議事日程に入ります。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇議長（廣田清実議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本会議の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により 

    ５番 吉 田 喜 博 議員 

    ６番 藤 原 信 悦 議員 

    ７番 齊 藤 勝 浩 議員 

 の３名を指名します。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第２ 会期の決定 

〇議長（廣田清実議員） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、令和５年12月27日開催の議会運営委員会で決定された

とおり、本日から12月27日までの359日間としたいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は本日から12月27日までの359日間と決定いたしました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第３ 会議期間の決定 

〇議長（廣田清実議員） 日程第３、会議期間の決定を議題とします。 
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  お諮りします。本日開催の１月会議の会議期間は、本日１日としたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田清実議員） 異議なしと認めます。 

  よって、１月会議の期間は、本日１日と決定いたしました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田清実議員） 年頭に当たり、挨拶を申し上げます。 

              （議長 廣田清実議員 登壇） 

〇議長（廣田清実議員） 新年明けましておめでとうございます。まずもって年が明けて早々

元旦に発生いたしました令和６年能登半島地震、また２日に発生いたしました羽田空港にお

ける日本航空と海上保安庁の航空機の事故によりお亡くなりになられました方々に哀悼の意

を表するとともに、被災された方々に改めてお見舞いを申し上げます。 

  本来であれば、高橋町長ほか町当局並びに議員各位におかれましては、大きな夢と希望を

持って令和６年を迎えることと心からお喜び申し上げるところでありますが、このたびの災

害及び事故により、自然の脅威を改めて見せつけられたと感じております。 

  昨年は、４月に町議会議員選挙が行われ、その結果７名の新人議員が誕生しました。当職

におきましても、５月より議長に選任されまして身の引き締まる思いであります。 

  本年は、本町において矢巾町第８次総合計画に基づいたまちづくりが始まる年であります。

議会といたしましても、矢巾町第８次総合計画策定調査特別委員会を立ち上げ、町当局に対

し提言することで充実した内容の総合計画策定に寄与してまいります。 

  昨年は、ここ数年来、私たち様々な生活環境に影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症

が感染症法上２類から５類に移行したことと鎮静したこともあり、今後は新たに策定される

総合計画に基づきながら、アフターコロナに見合った事業の推進がなされるよう、またこの

たび発生した地震を受け、より災害に強いまちづくりに向け、町議会と町当局が是々非々で

活発に議論することで町民の幸せの構築に寄与してまいりたいと考えております。 

  結びになりますが、今年１年が今後二度とこのような大きな災害もなく、町民皆さんが幸

せを感じることができる年であり、併せて本日参会の皆さんのさらなるご健勝をお祈りする

とともに、議会議員の皆様には、今日、本日配信しておりますけれども、議会信条をもう一

度読み直していただいて、７項目めには、議会は派閥をつくらずというところがありますけ

れども、当議会は会派制をしいておりますけれども、それは派閥ではありません。それを私
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たち議会議員が町民に対し何ができるか、何をするべきかをしっかりもう一度肝に銘じてい

ただくことをお願いするとともに、皆さんのご健勝をお祈りして私からの新年の挨拶といた

します。よろしくお願いいたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田清実議員） 次に、高橋町長よりご挨拶をいただきます。高橋町長。 

              （町長 高橋昌造君 登壇） 

〇町長（高橋昌造君） ただいま廣田清実議長さんからお許しをいただきましたので、令和６

年矢巾町議会定例会１月会議の開催に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

  まず最初に、廣田議長さんからもお話がございましたが、今年に入りまして、まず令和６

年の能登半島地震、そしてその後にまた本当に考えられない、想像を絶するような羽田沖に

おきまして航空機事故、本当に大きな災害、そして事故が立て続けにあったわけでございま

すが、改めてお亡くなりになられた皆さん方のご冥福をお祈り申し上げるとともに、被災さ

れた皆様方に心からお見舞いを申し上げます。 

  そして、実は今日、先ほど課長会議があったわけでございますが、その中で、やっぱり本

町におきましても、人ごとでなく我が事として、危機管理にしっかり取り組んでいかなけれ

ばならないという思いをみんなで、いわゆるこれから絶対そういうことにしっかり対応でき

るような体制整備の構築を先ほど課長さんたちと一緒に確認し合ったところでございます。

私からの指示事項についても間違いのないようにしっかり取り組んでまいる覚悟でございま

すので、ひとつよろしくお願いをいたします。 

  そして、廣田議長さんはじめ議員の皆さん方には、改めて新年明けましておめでとうござ

います。昨年中は、皆さん方には大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いを

いたします。 

  実は、今日、今年は辰年と、甲辰ということで、本来であれば飛躍、特にも霊峰南昌山は、

龍との関わりがあるわけでございまして、本町も龍が昇るような勢いで町勢の発展に取り組

んでいきたいというお話をさせていただきたいと思っておったところ、こういうことがあっ

てあれなのですが、改めて本年は第８次の矢巾町総合計画、本町が目指す将来像に向けて今

各種各事業の施策をスタートさせるべき年で、本当に今年は重要な年になるわけでございま

すが、いずれこれまでの第７次の矢巾町総合計画の取組をしっかり総括をさせていただきな

がら、町民の皆さん方の、特にこれからコロナ禍も収束に向かいつつありますので、町民の

皆さん方と接点をしっかり持ちながら、そして何よりも対話を通して町民の皆さんの声を丁
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寧にお聞きしながら、そして今フューチャーデザイン、本町の目指すあれなのですが、実は

皆さん、今月３日ということは昨日、岩手日報に共同通信のほうの関係で本町のフューチャ

ーデザインの取組が出ております。まさに町民参加で決めていく未来、そして何よりも将来

の代弁者の視点でと。まさに本町がこれから取り組んでいかなければならないフューチャー

デザインの、まさにこれからの未来をどのようにデザイン、図案化していくかと、そういっ

た見える化をしっかり図りながら、第８次の総合計画の策定に取り組んでまいります。 

  ほかにも町政運営に当たりましては、先ほどの課長会議の中でも課長たちにお願いしたの

は、自ら考え、自ら提案して、そして自ら行動することによって成果をしっかり出していく

ことが私らの使命なのだということで、そういったことにしっかり取り組みながら、地域コ

ミュニティのさらなる醸成と、共に創り上げる共創による町民本位のまちづくりを念頭に、

そして先ほど廣田議長さんからもお話があったのですが、議員の皆さん方からこれまでもい

ろんな形で、いわゆるご提言をいただいたことを大切にし、またその意をしっかり体して取

り組んでまいりますので、今後とも廣田議長さんをはじめ議員の皆さん方におかれましては、

大所高所の立場からご指導、ご助言を賜りますようお願いをいたします。 

  そして、結びになりますが、町民の皆さんがこの一年健やかで、そして希望、そして何よ

りも輝かしい年になりますことを、そして廣田議長さんはじめ議員の皆さん方にとりまして、

この一年力強いご活躍をなされますことを心からご祈念を申し上げまして私の挨拶とさせて

いただきます。改めて廣田議長さん、議員の皆さん方、この一年、どうぞよろしくお願いを

いたします。今日は、この機会を設けていただきまして本当にありがとうございました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田清実議員） 以上をもって本日の議事日程は終了いたしました。 

  矢巾町町民歌の斉唱を行います。 

              （町民歌斉唱） 

〇議長（廣田清実議員） これをもちまして令和６年矢巾町議会定例会１月会議を閉じます。 

  本年もよろしくお願いいたします。 

              午前１０時１８分 散会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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